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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和1年8月8日(2019.8.8)

【公表番号】特表2018-519398(P2018-519398A)
【公表日】平成30年7月19日(2018.7.19)
【年通号数】公開・登録公報2018-027
【出願番号】特願2017-568178(P2017-568178)
【国際特許分類】
   Ｃ１１Ｄ   1/722    (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   3/18     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   1/72     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   1/835    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１１Ｄ    1/722    　　　　
   Ｃ１１Ｄ    3/18     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    1/72     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    1/835    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月28日(2019.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄組成物であって、
　（ａ）平均１５～５０個のエトキシ単位を有するエトキシル化脂肪族アルコールと、高
分子アルキレン酸化物ブロック共重合体とを含む、ポリアルコキシ非イオン性界面活性剤
を１５～４０重量％、
　（ｂ）Ｃ１０～Ｃ２２脂肪酸のアルキルエステル、Ｃ１０～Ｃ２２脂肪族アルコール、
及び約１モル以下の平均エトキシル化度を有するＣ１０～Ｃ２２脂肪族アルコールエトキ
シレートの１種以上を含む、酸素化炭化水素共硬化剤を１～１０重量％、及び
　（ｃ）水を少なくとも２５重量％を含み、
　前記組成物は、少なくとも５０℃のゲル溶融温度を有する自己粘着性ゲルである、洗浄
組成物。
【請求項２】
　前記共硬化剤が、鉱油、ナフテン油、及びパラフィン油の１種以上を含む、請求項１に
記載の組成物。
【請求項３】
　前記エトキシル化脂肪族アルコールが、エトキシル化Ｃ１４～Ｃ３０直鎖脂肪族アルコ
ールを含み、前記高分子アルキレン酸化物ブロック共重合体が、エチレン酸化物－プロピ
レン酸化物ブロック共重合体を含む、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記エチレン酸化物－プロピレン酸化物ブロック共重合体が、６００～５，０００の分
子量を有する、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　前記エチレン酸化物－プロピレン酸化物ブロック共重合体が、ＥＯ－ＰＯ－ＥＯブロッ
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ク共重合体及び／又はＣ１０～Ｃ１８アルコール－ＥＯ－ＰＯブロック共重合体及び／又
はＣ１０～Ｃ１８アルコール－ＰＯ－ＥＯブロック共重合体を含む、請求項３又は４に記
載の組成物。
【請求項６】
　前記共硬化剤が、Ｃ１０～Ｃ２２脂肪酸のアルキルエステルを含む、請求項１～５のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記共硬化剤が、０．１重量％以下の水溶解度及び少なくとも９０℃の引火点を有する
、請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　前記自己粘着性ゲルが、２２℃で少なくとも１５０ｇの硬度を有する、請求項１～７の
いずれか１項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記自己粘着性ゲルが、５０～９０℃のゲル溶融温度を有する、請求項１～８のいずれ
か１項に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記エトキシル化脂肪族アルコールが、ピークエトキシル化脂肪族アルコールである、
請求項１～９のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記組成物が、０．５重量％以下のポリエチレングリコールを含む、請求項１～１０の
いずれか１項に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記ポリアルコキシ非イオン性界面活性剤が、平均１５～５０個のエチレン酸化物単位
を有するエトキシル化Ｃ１４～Ｃ３０直鎖脂肪族アルコールを含み、前記共硬化剤が、Ｃ

１０～Ｃ２２脂肪族カルボン酸のアルキルエステルを含み、前記Ｃ１０～Ｃ２２脂肪族カ
ルボン酸のアルキルエステルが、０．１重量％以下の水溶解度及び少なくとも９０℃の引
火点を有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記共硬化剤が、Ｃ１０～Ｃ１８脂肪酸のＣ２～Ｃ６アルキルエステルを含む、請求項
１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　（ａ）平均２０～５０個のエチレン酸化物単位を有するエトキシル化Ｃ１４～Ｃ２２直
鎖脂肪族アルコールを２０～３５重量％、及びエチレン酸化物－プロピレン酸化物ブロッ
ク共重合体を１～１０重量％、及び
　（ｂ）前記共硬化剤を１．５～５重量％を含み，
　前記ゲルは、２２℃で少なくとも１５０ｇの硬度及び５０～９０℃のゲル溶融温度を有
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１５】
　（ｄ）平均５～１５個のエチレン酸化物単位を有するエトキシル化Ｃ８～Ｃ１５アルコ
ールを２～１０重量％、及び／又は
　（ｅ）ポリオール保湿剤を２～１０重量％をさらに含む、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
　カチオン性界面活性剤をさらに含む、請求項１～１５のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１７】
　（ａ）平均２０～４０個のエチレン酸化物単位を有するエトキシル化Ｃ１６～Ｃ２２脂
肪アルコールを１５～４０重量％、
　（ｂ）６００～５，０００の平均分子量を有し、ＥＯ－ＰＯ－ＥＯブロック共重合体及
び／又はＣ１０～Ｃ１８脂肪族アルコール－ＥＯ－ＰＯブロック共重合体及び／又はＣ１

０～Ｃ１８脂肪族アルコール－ＰＯ－ＥＯブロック共重合体を有する、前記高分子アルキ
レン酸化物ブロック共重合体を３～１０重量％、
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　（ｃ）Ｃ１０～Ｃ２２脂肪酸の１つ以上のＣ１～Ｃ６アルキルエステルを含み、０．１
重量％以下の水溶解度、少なくとも９０℃の引火点を有する、前記酸素化炭化水素共硬化
剤を１～１５重量％、及び
　（ｄ）水を少なくとも４０重量％を含む、請求項１に記載の組成物。
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